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　設置の区域について

　国基本計画によれば、中核機関の設置区域は、市町村を基本と置きつつも、地域の実情に
応じ、複数の市町村にまたがる区域で設置するなどの柔軟な実施体制が検討されるべきとさ
れており、特に都道府県の早期の積極的な支援が期待されます。

【国基本計画での記載（P.16－17）】

◆設置の区域

○�中核機関の設置の区域は住民に身近な地域である市町村の単位を基本とすることが考
えられる。

○�ただし、地域の実情に応じ、都道府県の支援も受け、複数の市町村にまたがる区域で
設置するなどの柔軟な実施体制が検討されるべきである。

→�都道府県の責務：地域連携ネットワークや中核機関の業務については、専門的・広域
的な対応が必要な内容も多く含まれていることから、都道府県は、各都道府県の実情
に応じ、促進法第５条の規定にのっとり、自主的かつ主体的に、広域的に対応するこ
とが必要な地域における地域連携ネットワーク・中核機関の整備の支援及び人材養成
や専門職団体との連携確保等広域的な対応が必要となる業務等につき、市町村と協議
を行い、必要な支援を行うものとする。

　今回調査によれば、現在成年後見センター等を広域で設置している自治体では、検討に当た
り下に示すような要素について総合的な判断をしたうえで、直営・委託、単独・広域等の選択
がなされています。　＊都道府県の支援例については後述
　また、広域で実施する場合、すべての機能について広域で実施することも考えられますが、
基礎自治体ごとに実施することと広域で実施すること双方を分けて、あるいは段階的に実施し

ていくことも想定されます。

機能整備のエリア設定等に際して検討すべき要素　例
⇒ P.105　静岡県の例参照

＜要素の例示＞
・人口規模　（規模感）
・行政の圏域　（保健福祉等の連携経験が蓄積されている広域行政エリア）
・家庭裁判所のエリア　（家裁との円滑な連携）
・後見ニーズ　（高齢者、障害者等の人数、推計値）と供給体制のバランス
・機関の機能　（何を行う機関か、必要な機能）
・担いうる組織の存在　（社協、NPO、自治体、新規立ち上げ等、各組織の特性）
・必要経費　（後見センターの運営に必要な費用：事務所と人件費
　どのような人材が何人必要で、そのための人権費はいくら程度、等）
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